
議案第１９号 

 

   佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

 佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 

 

  平成２９年８月２８日提出 

 

            佐倉市長  蕨  和 雄   

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１０年佐倉市条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１３条関係） 

時間 
午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 
区分 

佐 倉

市 西

部 地

域 福

祉 セ

ン タ

ー 

会議室１ １，１１０円 １，４８０円 １，１１０円 ３，７００円 

会議室２ ９６０円 １，２９０円 ９６０円 ３，２１０円 

会議室３ ９６０円 １，２９０円 ９６０円 ３，２１０円 

研修室 １，１１０円 １，４８０円 １，１１０円 ３，７００円 

娯楽室１ ９１０円 １，２３０円 ９１０円 ３，０５０円 

娯楽室２ ８２０円 １，０９０円 ８２０円 ２，７３０円 

和室 ３７０円 ５１０円 ３７０円 １，２５０円 

佐 倉

市 南

部 地

域 福

祉 セ

ン タ

ー 

研修室１ １，１５０円 １，５４０円 １，１５０円 ３，８４０円 

研修室２ １，１５０円 １，５４０円 １，１５０円 ３，８４０円 

和室 １，１５０円 １，５４０円 １，１５０円 ３，８４０円 

大広間 ２，５２０円 ３，３６０円 ２，５２０円 ８，４００円 

作業室 ９１０円 １，２３０円 ９１０円 ３，０５０円 

娯楽室１ ４３０円 ５７０円 ４３０円 １，４３０円 

娯楽室２ ４３０円 ５７０円 ４３０円 １，４３０円 

会議室１ ３７０円 ５１０円 ３７０円 １，２５０円 

会議室２ ３７０円 ５１０円 ３７０円 １，２５０円 

 別表第２中「２１０円」を「２６０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



 （適用区分） 

２ この条例による改正後の佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する

条例別表第１及び別表第２の規定は、平成３０年４月１日以後の佐倉市地域

福祉センターの使用に係る利用料金の上限額について適用する。 


